
令和３年度茨城県医療提供施設等グループ化推進事業
事務手続きマニュアル

２０２１年度版

地域ケア推進センター

説明会資料用



説明の前に

♢説明会の流れ

〇補助金申請のための事前協議（書）提出から補助金交付申請に至るまでの過程を説明

〇報告書の作成・提出に関する説明は今回は省略します。

♢申請書類、資料等について
〇本事業に係る書類は、茨城県医師会地域ケア推進センターのホームページに掲載中

〇マニュアル資料
①事前協議～交付申請編 ②報告書作成・提出編に分けて、後日ホームページに掲載予定
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説明事項

1. 本事業の目的・意義

2. グループ化事業における本年度（２０２１年度）事業の主な変更点

3. 事務手続きの全体の流れ

（1）計画・事前協議・交付決定通知・事業開始までの事務手続き
・グループ新規参入の場合
・グループ事業継続申請の場合

（2）実績報告書の作成について（割愛）

4. まとめ、留意事項、お知らせ

5. 今後の予定
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事業の目的・意義

〇茨城県における在宅医療のニーズは対応は増加（2025年：141.8%（2013年対）
〇在宅医療の担い手となる病院、診療所等の参入の促進が必要

〇医師の負担感
一人の医師の体制の中、外来、往診、24Hr対応など
取組の不安、困難がある

課
題

ニ
ー
ズ

在宅医療への参入促進を図り，在宅医療を提供する切れ目のない診療体制の仕組を
構築

〇医師の負担感の軽減と地域で支えあう体制づくり

〇これから在宅への参入、拡充に取り組む医療機関等の連携を図る

目
的
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昨年度事業との改正点

〇補助金事業の事務手続き提出先（新規グループ化・既存グループの継続 共通）

参入グループ

参入グループ

郡市医師会 保健所

茨城県
健康・地域
ケア推進課

２０２１年度

過年度事業

参入グループ

参入グループ

郡市医師会

茨城県
健康・地域ケア
推進課
地域支援・在宅
医療グループ

（本） （写）１部

事前協議
交付申請
実績報告

☆ポイント
・事前協議書、事業報告等の書類に提出は「保健所」ではなく、「茨城県健康・地域ケア推進課 地域支
援・在宅医療グループ」となる。

・提出書類は、１部オリジナル、１部写しを送付する。

それぞれに関連する提出書類
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〇新規グループの構築

令和３年度 在宅医療の推進について(詳細版)

要件：これから在宅医療への参入又は拡充に取り組む医療機関等で、グループ化は、少なくとも同一法人以外の

２以上の医療機関及び訪問看護事業所、そして郡市医師会

連携強化を図るための初度経費の補助（1,000千円：グループ化設立時の１回のみ）

グループの醸成のためにも、歯科診療
所、薬局、訪問リハビリテーション事
業所、居宅介護支援事業所などの多職
種による連携体制の構築が望ましい。

〇既存グループの充実と事業継続（申請） 参入促進、活動に係る経費への補助（300千円）

グループ化は

（例１）医師会とこれから在宅医療
への参入又は拡充に取り組む ２以上
の医療機関等による連携

（例 1-2）医師会とこれから在宅医療へ
の参入又は拡充に取り組む ２以上の医
療機関等と後方支援病院等による連携

+

これから在宅医療への参入又は拡充に取り組
む医療機関等の取り組みを支援 （補完）す
る役割として、後方支援病院や在宅医療専門
診療所（機能強化型在宅療養 支援診療所を
含む）などを想定
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令和３年度 在宅医療の推進について(詳細版)

〇既存グループの充実と事業継続（申請）

※ 令和元年度までの事業においては、訪問看護事業所の参入が必須でなかったため、一部既構築の
グループにおいては、新たに訪問看護の事業所をグループ参入をしていただく必要性がある。

継続の申請事項
・新たな医療機関や訪問看護事業所など参入促進に係る経費への補助
・在宅医療を行っている拠点における取組の共有（見える化）

拠点の取組み
・症例検討会、患者情報の共有 等
・１人医師体制では必ずしも対応しきれない夜間や主治医不在時、患者の病状の急変時等において、
地域で支え合う支援体制の構築に係る取組

・在宅医療についての普及啓発 等
※取組指標：患者の紹介、逆紹介、急変時の受入数 等
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郡市医師会

一般診療所
在支診・病（従来型）

後方支援病院
在支診・病（機能強化型）

在宅専門診療所

訪問看護ST
他

〇年〇月〇日
甲
乙
乙

・・・
丙

印

印
印

印

原本 写

原本１部発行し、郡市医師会で保
管する。
写し（コピー）を、参入グループ
の各機関に配布・保管

グループ参入機関追加の場合

・既存の協定書（原本）に新た
に参入した機関のサインを追記
し法人印の捺印
・写しを各機関に配布

乙 △△
乙 ◇◇
乙 □□診療所
丙

印

印
印
印

協定書について
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補助金申請条件：取組について

参入促進・連携（グループ化）の取組を行う実施者については、地域医療を担うものとして、以下
の１から３の取組を行うものとする

1 これから在宅医療への参入又は拡充に取り組む医療機関等の連携強化を図るための取組を行うこと。
※在宅に赴いて診療する医療機関を地域で支える取組
○ 医療機関（特に 1 人の医師が開業している診療所）が必ずしも対応しきれない夜 間や医師不在時、患
者の病状の急変時等において、地域で支え合う支援体制を構築 すること。

２在宅医療を提供する連携体制として必要な拠点機能を担う取組を行うこと。
※地域の拠点として関係機関と連携を図り、在宅医療を提供する体制を調整する取組
○ 地域の医療従事者等による打ち合わせを定期的に開催し、在宅医療における連携 上の課題（退院支援、
日常の療養支援、急変時の対応、看取り、災害時等）に対す る対応策の検討等を実施すること。

○ 地域包括支援センターや介護支援専門員等と連携を図り、在宅療養に必要な医療 サービス等や家族の
負担軽減につながるサービスを適切に紹介すること。

３在宅医療についての普及啓発活動等を行うこと。
※在宅医療が適切に提供できるよう利用者・家族等への信頼感を得られるように するための取組
○ 地域住民に対し、在宅医療についての普及啓発活動を行うこと。
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様式第3号＋（補助金の受領方法）
別紙1
別紙1-1
別紙2
別添1
別添1-2
別添2
歳入歳出予算書（または見込書）抄本

①事前協議書の提出

②事前協議書の内容審議

③補助事業の採用通知（内示）

④補助金交付申請書の提出

⑥補助金交付決定通知

⑦事業開始

手続きの全体の流れ

計画・事前協議・交付決定通知まで

☆購入・活動費の補助対象はここから

郡市医師会 県健康・地域ケア推進課 地域ケア推進センター参入Gr

地域ケア推進センター
運営協議会

様式第1号
別添1
別添1-2
別添2
別添3
＋その他資料

様式第2号

様式第4号
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事前協議（書）について

補助金交付要項 第 ４条

本事 業を実施 し よう とする者 は、 事前協 議書 (様 式第１ 号 )及 びそ の写 しを、あ ら か じめ知事
が指 示する 日ま でに 提出しな け ればなら ない 。

事前協議書提出と事前協議並びに交付決定（通知）までのスケジュール目安

受理
７月末

運営協議会
８月

交付決定
通知 9月

内示
７月末までの事前
協議申請の場合

8月末の申請
の場合

9月 〃

交付
申請

申請
７月

申請
8月

申請は４回の機会を設けている

10月 〃

2

ｗ

交付決定
通知 10月

申請
9月

交付決定
通知 11月

申請
10月

交付決定
通知 12月

内示から、交付申請
までは可能な限り速
やかに書類の提出を

内示時点は、補助金
交付対象期間ではな
いので注意ください

早
い
時
期
の
事
業
が
計
画
な
さ
れ

る
場
合
、
早
め
の
手
続
き
を
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事前協議のための手続き書類

①様式第1号
②別添1
③別添1-2
④別添2
⑤別添3

＋その他資料

事前協議に関する提出書類
郡市医師会

①様式第1号

※郡市医師会長印を省略することは可能です。
ただし、印省略の場合、県は送り元の確認が必要のため、
郡市医師会から県にメール、ファイル添付で提出の必要があります。
郵送の場合は、郡市医師会からの郵送であることが条件となります。

11



様式第1号

②別添1

※ホームページ
に掲載されます。
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様式第1号

③別添1-2（表）
※ホームページ
に掲載されます。

この計画が事業の要となり
ます。グループにて、よく
検討したうえで、お書きく
ださい。

計画にあたっては、推進員
がサポート、相談に応じま
す。

継続にあたっては、過年度
事業にて購入された物品な
どの活用も考慮し、計画く
ださるとよいと思います。
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様式第1号

③別添1-2（裏）

※ホームペーには、一部
（総計）が掲載されます。

実績人数のカウントには、
時間と労力がかかります。
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様式第1号

②別添1-2（裏） 件数（記載）についての考え方

現 状
（グループ化前（Ｒ２年度（Ａ）））

取組目標
（令和３年度）

実 績
（グループ化後（Ｒ３年度（Ｂ）））

差（Ｂ）－（Ａ）

紹 介
数

件 件 件 件

急変時の受入
数

件 件 件 件

逆 紹 介
数

件 件 件 件

４ グループ化した医療機関が後方支援病院等（グループ内外問わず）への在宅医療患者の診療の紹介数、急変時の受入数及び後方支援病院等からの逆紹介数

A診療所

Bクリニック

C病院（後方支援）

D診療所

E病院

〇紹介数
開設者と直接関係のない病院、診療所（自法人
と異なる）から紹介された患者数
・診療所⇒病院：①②③
・病院⇒診療所：④⑤
・診療所⇒診療所：⑥⑦⑧

〇〇グループ

Fクリニック
（C病院系列）

①

例（紹介）

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

〇逆紹介数
上記により紹介された患者を「開設者と直接関
係のない病院、診療所（自法人と異なる）」に
逆紹介した数。
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様式第1号

④別添2
別添1-2の内容に従い、年間の取組計画を作成ください

補助金交付決定通知が出される前の時
期に遂行された事業は、補助金が交付
されませんので、その点を考慮し、計
画してください。
たとえば
・事業の計画は、通知の見込み時期
を考慮する

・早めの申請提出を検討する
・事業費の必要のない事業とする
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様式第1号

⑤別添3
←申請される予定金額をご記入く
ださい。

←別添1-2の内容に従い、それぞれ
の取組にかかる費用の内訳、内容
についてご記入ください。
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補助対象について
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【対象にならない主な経費】

○診療報酬において算定されている経費
○事務室の賃借料、光熱水費等事業の実施に直接必要とされない施設、団体の経
常的な管理運営経費
○土地の測量、購入、建物の購入、新築、増築、改築、設備の購入等要する経費
○飲食代などの食料費。なお、旅費、報償費、報酬費などの取組に係る経費につい
ては、郡市医師会等の規定に準じて取り扱うこと。
○パソコン、タブレット等の汎用性の高い備品等の購入等に係る経費（ただし、在
宅に赴いて診療する際に使用するものは除く。）
※汎用性の高い備品等を購入する場合、使用目的、管理方法等を明確し、その旨を
計画書及び報告書に記載すること。
○預金等への積み立てに要する経費
○その他本事業の目的に照らし適当でないと認める経費
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その他参考となる資料の提出

○見積書：本事業で認められる、物品を購入する必要がある場合、事前に見積書を入手し、
そのコピーを添付してください。

○別添支出予定額の積算内訳に相違ないように金額を確認する。
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補助金交付申請書の提出について

前協議書の内容審議が運営協議会によってなされた後、各郡市医師会に補助事業の採用通
知（内示）が出されます。
その後、補助金交付申請書の提出をしてください。

①様式第3号
②別紙1
③別紙1-1
④別紙2
⑤別添1
⑥別添1-2
⑦別添2

⑧歳入歳出予算書（または見込書）抄本
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①様式第3号

〇受領方法（郡市医師会）
・直接払
・隔地払
・口座振替払
のいずれかをお選びください。
口座振替払の場合、指定される銀行、口座番号
等をご記入ください。

〇受領の流れ

県→郡市医師会→立て替えたグループ参入機関

※立て替えたグループ参入機関については、
別途、郡市医師会に振込先などを連絡してください。

※事前協議書の提出した内容と交付申請
内容が異なる場合には、必ず県、もしくは地域ケア
推進センターに連絡ください。
（再協議の必要性について確認するため）
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②様式第3号

別紙1

350，000

（80，000）

（130，000）

（140，000）

0

0

0

0

300，000350，000 300，000 300，000 300，000

（80，000）

（130，000）

（140，000）

0

23



③様式第3号

別紙1-1

事前協議に関する提出書類「様式第1号別添3」
と、記載項目は同じ内容になります。
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④様式第3号

別紙2

←郡市医師会名

←委託（予定）の有無
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⑤様式第3号 別紙2

別添1

事前協議書提出の際の
様式第1号別添1と同じ
形式です。
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⑥様式第3号 別紙2

別添1-2
事前協議書提出の際の様式第1号別添1-2と同じ形式です。

表

裏
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⑦様式第3号 別紙2

別添2

事前協議書提出の際の様式
第1号別添2と同じ形式です。
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⑧歳入歳出予算書（または見込書）抄本

特に指定の書式はありません。

ホームページには、サンプルの書式を
ダウンロードできるように用意しています。

例
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ホームページのご案内

https://www.ibaraki.med.or.jp/renkei/

令和3年度医療提供等グループ化事業推進事業の実施について

30

https://www.ibaraki.med.or.jp/renkei/news/detail/detail40.html


本事業における連絡・相談・送付窓口

茨城県健康・地域ケア推進課 地域支援・在宅医療グループ

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番地6

TEL 029-301-3332

FAX 029-301-3318

申請書類等の提出先

本事業における推進に関わる窓口

茨城県医師会 地域ケア推進センター
https://www.ibaraki.med.or.jp/renkei/

Tel：029-243-7720

Fax：029-243-7722

E-mail：i-renkei@ibaraki.med.or.jp

推進員：浅野、石原、野村、渡邊
31
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まとめ
＜お願い事項＞
〇すでにグループ化がなされているグループにおいては、在宅医療推進の活性化につながる活動とし
て、本事業の補助を活用して、推進していただきたい。

〇新規に参入したい医療機関等がある場合、既存のグループ参入、新規グループの立ち上げ含め、地
域ケア推進センター、郡市医師会との協議検討につながるよう、ぜひ相談をいただきたい。

〇本説明会は要項のエッセンスをまとめたものです。詳細は要項をご覧いただき、確認ください。

＜留意事項＞
〇交付決定が通知されるまでは、購入や事業遂行の費用の補助対象とならないので注意ください。

〇事業計画のスケジュール作成では、交付決定通知の時期を考慮してください

〇事前協議書提出時点の内容と、交付申請時点での内容が異なる場合については、
申請前に、必ず県もしくは、地域ケア推進センターにご相談ください。

＜お知らせ＞
〇質問をメール等でお受けします。また、Q＆Aについてもホームページに掲載予定です。

〇要項、申請書等は、地域ケア推進センターホームページからもダウンロードできます。 32



今後の予定

〇説明会「計画・実践編」企画中：主に事業の具体的な進め方やポイントについての説明

〇各グループ（郡市医師会）等との意見交換

参加・募集対象
・グループ（既存）において、計画や、実践を担っている先生、とりまとめ者
・新規参入のご意思のある機関の代表者 等

・事前協議等申請に関する相談（計画書作成含む）
・新規グループ参入に関する相談
・事業の遂行状況の聴取、フォローアップ
・現状と課題の吸い上げ

７月末～８月上旬

７月～12月

33


